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薬局等における感染拡大防止等支援事業について（通知） 

 

 本県の薬務行政の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、このたび、令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）を活用して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取り

組みを行う薬局に対し必要な経費を助成する制度が開始されることとなりまし

た。 

 助成を受けたい薬局におかれましては、別紙「申請にあたっての留意事項につ

いて」の内容を十分御確認の上、申請書をご提出いただきますようお願いします。 

 

【申請手続きについてのホームページ】 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/koronashienkin.html

「新型コロナ緊急包括支援交付金について（薬局分）」のページをご覧ください。 

 

 

 

島根県健康福祉部薬事衛生課  

薬事・営業指導グループ 日野、福間 

TEL:0852-22-6529   



申請にあたっての留意事項について 

１．補助の対象経費                           

 ・新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や、医薬品提供体制の確保等に要

する費用が補助の対象経費です。 

 ・感染拡大防止対策に要する費用に限らず、薬局での感染拡大を防ぎながら地域で求められる

医療を提供するための体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となります。 

 ・補助の対象となるものについては、厚労省からの情報に基づき、随時、薬事衛生課ホームペー

ジに掲載しますので、ご確認をお願いします。 

 

※従前から勤務している者及び通常の業務を行う者に係る人件費は対象外です 

 

２．補助上限額                             

  薬局 70 万円 

３．補助対象の期間                           

  令和２年４月１日から令和３年３月 31 日までにかかる費用が対象 

４．各薬局における交付申請手続き                  

 以下のとおり「概算交付申請」か「精算交付申請」のいずれかの方法で申請してください。 

 各薬局から申請できるのは１回限りですのでご注意ください。 

（１）概算交付申請 

 令和２年４月１日以降に既に支出している費用だけでなく、今後、令和３年３月３１日までに支出

が見込まれる費用も合わせて、概算額（おおよその見込み金額）で補助金を申請する方法です。 

① 申請方法 

a 国保連への調剤報酬請求を「オンライン請求システム」により行っている薬局は「オンラ

イン請求システム」を利用して申請してください。 

b オンライン請求システムを導入していない薬局は国保連ホームページよりリンクされる

専用の「ＷＥＢ申請受付システム」にアクセスして申請してください。 

※「ＷＥＢ申請受付システム」は７月２５日頃から稼働予定です。 

c インターネットを使用できない薬局については当課あてお問い合わせください。（ＣＤ－

Ｒや紙媒体で国保連に郵送等で提出していただきます） 

② 提出先 

 〒690-0825 松江市学園一丁目７－１４ 島根県国民健康保険団体連合会 あて 

 



③ 提出時期 

 毎月１５日～月末までの間に申請してください。（※令和３年２月末までとする予定です） 

④ 提出書類 

a 交付申請書（様式１） 

b 事業実施計画書（様式２－１） 

c 申請概要（様式３） 

⑤ その他 

a ＣＤ－Ｒや紙媒体で提出する場合は、通常の調剤報酬請求に同封せず、単独で封筒表

面に「緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きして送付してください。 

b ＣＤ－Ｒによる申請の場合は、ディスク表面に分かりやすく「医療・感染拡大防止等支援

事業」「医療機関コード」「医療機関名」を油性マジック等で明記してください。 

（２）精算交付申請 

既に支出済みの費用について補助金を申請する方法です。 

① 提出先 

 〒690-8501 松江市殿町１ 島根県健康福祉部薬事衛生課 薬事・営業指導グループ 

② 提出時期 

 書類がそろい次第、令和３年３月末までに提出してください。 

③ 提出書類 （島根県薬事衛生課ホームページから取得してください。） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/koronashienkin.html 

a 精算交付申請書兼実績報告書（様式第２号） 

b 事業実施計画書（別紙） 

c 口座情報を確認できる書類（口座番号と名義人が記載されている通帳の写し） 

d 支出額が確認できる証拠書類（領収書や契約書の写し等） 

（３）その他の留意事項 

   手続きには 10桁の医療機関コードが必要です（医療機関コードの詳細については、別添をご

参照ください） 

 

５．申請受付スケジュール                         

受付月 受付期間 振込予定日 

７月分 令和２年７月 20 日～７月 31 日 令和２年８月 27 日 

８月分 令和２年８月 17 日～８月 31 日 令和２年９月 28 日 

９月分 令和２年９月 15 日～９月 30 日 令和２年 10 月 27 日 

10 月分 令和２年 10 月 15 日～10 月 30 日 令和２年 11 月 27 日 

 ※１．振込予定日は、適正な申請書を受け付けたときの処理日です。 

 ※２．11 月以降も申請受付は可能です。 



６．交付申請書受付後の流れ                       

（１）申請書類の確認及び交付決定 

   提出された申請書類を県が内容確認し、補助金の交付を決定します。（決定後、県から交付

決定通知書を送付します） 

（２）補助金の振込 

   交付決定後、補助金は、島根県国民健康保険連合会から調剤報酬の振込用に登録されて

いる口座に振り込みます。 

 

７．事業完了後の精算手続き（概算交付申請の場合）                       

（１）補助金実績額の報告 

補助事業完了後１か月以内に、補助金の実績報告書を、島根県薬事衛生課まで郵送にて、

ご提出ください。 

（２）補助金の精算 

実績報告に基づく補助金確定額が、交付決定額（振込済額）よりも少ないときは、差額を返

還していただくことになります。 

 

８．重要事項                              

（１）補助金の交付申請は、１薬局１回限りです。（追加の交付申請はできません） 

（２）報告書提出時には、領収書等の写しなど、支出証拠書類についてもご提出いただきま

すので、関連する領収書等は必ず保管しておいてください。 

（３）事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により支援金に係る消費税及び地方消費

税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに報告してください。 

 

９．その他                               

（１）申請締め切りは、令和３年２月末日を予定しています。 

（２）その他、詳細事項が記載してある厚生労働省作成のマニュアルを島根県ホームページ

に掲載していますので、ご参照ください。 

 

10．お問い合わせ先                           

  ①事業の内容等に関すること 

   新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター（厚生労働省医政局） 

   電話番号：０３－３５９５－３３１７（受付時間は平日 9:30-18:00） 



都道府県 

番号 

医療機関等 

番号 

点数表 

番号 

郡市区 

番号 

検証 

番号 

  ②国保中央会ヘルプデスク 

  ◆受付時間  

・７月中は土日祝日を含む毎日 8：00-21：00（※ただし、ＷＥＢ申請システムのヘルプ

デスクは７月２５日頃開設予定です。） 

・８月中は１７日～３１日の平日（8:00-21:00） 

・９月～令和３年３月は毎月１５日～月末（１５日が日曜の場合は１６日から）の平日

（8：00-17：00） 

  ◆電話番号  

・オンライン請求システムに関すること 

０１２０－０４１－４２２（受付時間は平日 8:00-17:00） 

   ・ＷＥＢ申請受付システムに関すること（7月 25 日～） 

０１２０－１１２－１６６（受付時間は平日 8:00-17:00） 

 

 

 

 

医療機関コードについて 

 

 

 申請には、10 桁の医療機関コードが必要です。 

 

医療機関等 

コード（10 桁） 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

①最初の２桁は、都道府県番号（島根県は３２） 

②３桁目は、点数表番号（薬局は４） 

③４桁目・５桁目は、郡市区番号 

④６桁目から９桁目までは、医療機関等番号 

⑤10 桁目は、検証番号 

  ※上記③から⑤は、中国四国厚生局に届け出ている番号です。 

 


